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政
令
第

号

安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
確
立
を
図
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
確
立
を
図
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
定
義
）
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第
一
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第

四
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
熱
は
、
自
然
界
に
存
す
る
熱
（
地
熱
、
太
陽
熱

及
び
雪
又
は
氷
を
熱
源
と
す
る
熱
の
う
ち
、
給
湯
、
暖
房
、
冷
房
そ
の
他
の
発
電
以
外
の
用
途
に
利
用
す
る
た
め
の
施
設

又
は
設
備
を
介
し
た
も
の
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
集
約
し
た
地
熱
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
及
び
原
子
力
基
本

法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
が
原
子
核
分
裂
の
過
程
に
お
い
て
放

出
す
る
熱
と
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
燃
料
」
を
「
化
石
燃
料
及
び
非
化
石
燃
料
」
に
、
「
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
熱
及
び
電
気
」
を
「
使

用
し
た
熱
（
当
該
年
度
に
お
い
て
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
熱
以
外
の
熱
に
あ
つ
て
は
化
石
燃
料
又
は
非
化
石
燃
料
を
熱
源
と

す
る
熱
及
び
前
条
に
規
定
す
る
熱
を
除
き
、
集
約
し
た
地
熱
等
に
あ
つ
て
は
そ
の
熱
量
を
測
定
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
及

び
電
気
（
当
該
年
度
に
お
い
て
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
電
気
以
外
の
電
気
に
あ
つ
て
は
、
化
石
燃
料
又
は
非
化
石
燃
料
を
熱

源
と
す
る
熱
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
動
力
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
電
気
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
を

「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。
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第
七
条
中
「
第
二
十
八
条
第
五
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
五
項
」
に
、
「
第
三
十
九
条
第
五
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
五

項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
一
条
第
一

項
第
二
号
」
を
「
第
五
十
五
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
第
八
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
第
百
一
条
第
一
項
」
を
「
第
百
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
第
百
四
条
第
三
項
、
第
百
二
十
八
条
第
三
項
、
第
百
三
十
三
条
第
三
項
及
び
第
百
四
十
二
条
第
三
項
」
を

「
第
百
八
条
第
四
項
、
第
百
三
十
二
条
第
四
項
、
第
百
三
十
七
条
第
四
項
及
び
第
百
四
十
六
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
百
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
五
条
第
二
号
」
を
「
第
百
九
条
第

二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
第
百
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
百
十
六
条
第
四
項
」
に
、
「
第
百
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
百
二
十
条
第

四
項
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
第
百
二
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。
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第
十
五
条
中
「
第
百
三
十
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
百
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
第
百
三
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
第
百
四
十
三
条
」
を
「
第
百
四
十
七
条
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
第
百
四
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
燃
料
を
」
を
「
化

石
燃
料
又
は
非
化
石
燃
料
を
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
八
号
中
「
五
〇
ボ
ル
ト
」
を
「
五
十
ボ
ル
ト
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
第
百
四
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
第
百
四
十
六
条
第
三
項
、
第
百
四
十
八
条
第
三
項
、
第
百
五
十
一
条
第
三
項
及
び
第
百
五
十
三
条
第
三

項
」
を
「
第
百
五
十
条
第
三
項
、
第
百
五
十
二
条
第
三
項
、
第
百
五
十
五
条
第
三
項
及
び
第
百
五
十
七
条
第
三
項
」
に
改
め

る
。第

二
十
一
条
中
「
第
百
五
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
又
は
木
製
」
を
削

る
。第

二
十
二
条
中
「
第
百
五
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
第
百
六
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
六
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十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
燃
料
」
を
「
化
石
燃
料
及
び
非
化
石
燃
料
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
第
百
六
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
百
六
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
六

十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
百
六
十
六
条
第
二
項
」
に
、
「
燃
料
」
を
「
化
石
燃
料
及
び
非
化
石
燃
料
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
第
百
六
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
百
六
十
六
条
第
三
項
」
に
、
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
を

「
第
五
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
に
関
す
る
事
項
」
を
「
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
に
関
す
る

事
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
六
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
百
六
十
六
条
第
三
項
」
に
、
「
燃
料
」
を
「
化
石
燃

料
及
び
非
化
石
燃
料
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
第
百
六
十
二
条
第
六
項
」
を
「
第
百
六
十
六
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
第
百
六
十
二
条
第
七
項
」
を
「
第
百
六
十
六
条
第
七
項
」
に
、
「
第
百
三
十
四
条
第
一
項
」
を

「
第
百
三
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
合
理
化
」
の
下
に
「
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
」
を
加

え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
六
十
二
条
第
七
項
」
を
「
第
百
六
十
六
条
第
七
項
」
に
、
「
燃
料
」
を
「
化
石
燃
料
及
び
非
化

石
燃
料
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
第
百
六
十
二
条
第
八
項
」
を
「
第
百
六
十
六
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。
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第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
第
百
六
十
二
条
第
九
項
」
を
「
第
百
六
十
六
条
第
九
項
」
に
、
「
第
百
十
七
条
第
一
項
」
を

「
第
百
二
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
合
理
化
」
の
下
に
「
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
」
を
加

え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
六
十
二
条
第
九
項
」
を
「
第
百
六
十
六
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
中
「
第
百
六
十
二
条
第
十
項
」
を
「
第
百
六
十
六
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中
「
第
百
六
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
の
表
五
の
項
中
「
第
二
十
条

第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
に

改
め
、
同
表
七
の
項
中
「
第
二
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
八
の
項
中
「
第
三
十
一
条
第

二
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
九
の
項
中
「
第
三
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
に
改

め
、
同
表
十
の
項
中
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
十
一
の
項
中
「
第
四
十
二
条
第

二
項
」
を
「
第
四
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
十
二
の
項
中
「
第
四
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
七
条
第
二
項
」
に

改
め
、
同
表
十
四
の
項
中
「
第
五
十
一
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
五
十
五
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
、
第
十
九
条
第
三
項
」
を
削
り
、

「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
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第
三
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
二
項
、
第
二
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二

十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
三
項
」
に
、
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十

条
第
三
項
、
第
三
十
一
条
第
三
項
、
第
三
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
三
項
、
第
三
十
三
条
第
三
項
、
第
三
十
四

条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
三
条
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
三
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
二
項
、
第

三
十
六
条
第
三
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
六
条
第
三
項
、
第
四
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
八
条
第
三

項
、
第
四
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
四
十
一
条
第
二
項
、
第
四
十
二
条
第
三
項
、
第
四
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四

条
第
二
項
、
第
四
十
五
条
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
四
十
四
条
第
三
項
、
第
百
九
条
第
一
項
」
を
「
第
四

十
七
条
第
三
項
、
第
百
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
七
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
六
十
二

条
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
条
第
一
項
」
に
、
「
第
四
十
七
条

第
四
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
四
項
」
に
、
「
第
四
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
十
七
条
第

一
項
」
を
「
第
百
二
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
百
二
十
二
条
第
四
項
」
に
、
「
第
百
十
八
条

第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
条
、
第
百
二
十
四
条
並
び
に
第
百
六
十
二
条
第

六
項
」
を
「
第
百
四
条
、
第
百
二
十
八
条
並
び
に
第
百
六
十
六
条
第
六
項
」
に
、
「
第
百
一
条
、
第
百
二
条
、
第
百
三
条
第
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一
項
、
第
百
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
二
十
五
条
、
第
百
二
十
六
条
、
第
百
二
十
七
条
第
一
項
、
第
百
二
十
八
条
第

一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
百
五
条
、
第
百
六
条
、
第
百
七
条
第
一
項
、
第
百
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
二
十

九
条
」
に
、
「
第
百
三
十
一
条
」
を
「
第
百
三
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
、
第
百
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第

百
三
十
七
条
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
三
十
四
条
、
第
百
三
十
五
条
、
第
百
三
十
六
条
第
一
項
、
第
百
三
十
七
条
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
百
四
十
一
条
」
に
、
「
並
び
に
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
並
び
に
法
第
百
三
十
八
条

第
一
項
」
に
、
「
第
百
三
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
百
三
十
九
条
第
四
項
」
に
、
「
）
並
び
に
第
百
三
十
五
条
第
一
項
」
を

「
）
並
び
に
第
百
三
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
百
三
十
条
」
を
「
第
百
三
十
四
条
」
に
、
「
第
百

三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
百
三
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
三
十
九
条
第
一
項
」
に
、

「
第
百
六
十
二
条
第
七
項
」
を
「
第
百
六
十
六
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」

の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
、
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
の
下

に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
「
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
第
一
項
」
を
「
、
第
二
十
九
条

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
三
十
条
」
に
、
「
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
四
十
九
条
、
第
八
十
条
第
三
項
、
第
八
十
一
条
第

三
項
、
第
八
十
二
条
第
三
項
、
第
八
十
三
条
第
三
項
、
第
百
八
条
、
第
百
十
条
、
第
百
十
一
条
第
一
項
、
第
百
十
二
条
第
一
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項
及
び
第
二
項
」
を
「
及
び
第
二
項
、
第
四
十
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
四
十
二
条
、
第
五

十
三
条
、
第
八
十
四
条
第
三
項
、
第
八
十
五
条
第
三
項
、
第
八
十
六
条
第
三
項
、
第
八
十
七
条
第
三
項
、
第
百
十
二
条
」

に
、
「
及
び
第
二
項
、
第
百
二
十
条
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
十
八
条
、
第
百
十
九
条
第
一
項
、
第
百
二
十
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
二
十
四
条
」
に
、
「
第
百
六
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
百
六
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
及
び
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に

関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
及
び
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用
の
促

進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利
用
及
び
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用
の

促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
一
条
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
及
び
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利

用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利
用
及
び
化
石
エ
ネ
ル
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ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
。
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
の
政
令
」
を
「
に
規
定
す
る
原
油
、
石
油
ガ
ス
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
又
は
石
炭
か
ら
製
造
さ
れ
る
燃
料
で

あ
っ
て
政
令
」
に
、
「
、
コ
ー
ク
ス
炉
ガ
ス
及
び
水
素
（
原
油
、
石
油
ガ
ス
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
又
は
石
炭
に
由
来
す
る
も

の
に
限
る
。
）
」
を
「
及
び
コ
ー
ク
ス
炉
ガ
ス
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項

を
加
え
る
。

法
第
二
条
第
二
項
の
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
ア
ン
モ
ニ
ア
と
す
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
第
九
条
第
一
号
及
び
第
十
条
第
一
号
」
を
「
第
十
条
第
一
号
及
び
第
十
一
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同

条
第
二
号
中
「
第
九
条
第
二
号
及
び
第
十
条
第
二
号
」
を
「
第
十
条
第
二
号
及
び
第
十
一
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
一
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
量
」
を
「
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
量
又
は
電
気
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て

利
用
し
た
化
石
燃
料
の
量
で
あ
っ
て
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の
」
に
、
「
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の

利
用
に
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利
用
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
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一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
報
告
及
び
立
入
検
査
）
」
を
付
す
る
。

第
十
条
中
「
第
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。

（
他
の
者
か
ら
調
達
す
る
電
気
の
量
の
要
件
）

第
九
条

法
第
十
条
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
前
事
業
年
度
に
お
け
る
他
の
者
か
ら
調
達
す
る
電
気
の
量
が
当
該
前
事
業

年
度
に
お
け
る
そ
の
供
給
す
る
電
気
の
供
給
量
を
二
で
除
し
て
得
た
量
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
鉱
業
法
第
六
条
の
二
の
鉱
物
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

鉱
業
法
第
六
条
の
二
の
鉱
物
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

鉱
業
法
第
六
条
の
二
の
鉱
物
及
び
同
法
第
七
十
条
の
三
の
特
定
鉱
物
を
定
め
る
政
令

第
一
号
中
「
そ
う
鉛
鉱
」
を
「
ビ
ス
マ
ス
鉱
」
に
、
「
ア
ン
チ
モ
ニ
ー
鉱
」
を
「
ア
ン
チ
モ
ン
鉱
」
に
改
め
、
第
三
号
中
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「
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
」
を
「
希
土
類
金
属
鉱
及
び
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
」
に
改
め
る
。

本
則
を
本
則
第
一
項
と
し
、
本
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

鉱
業
法
第
七
十
条
の
三
の
政
令
で
定
め
る
特
定
鉱
物
は
、
特
定
鉱
物
の
う
ち
、
海
底
又
は
そ
の
下
に
存
在
す
る
も
の
と

す
る
。

（
電
気
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

電
気
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
二
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
第
二
十
八
条
の
五
十
二
第
三
項
」
を
「
第
二
十
八
条
の
五
十
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
第
二
十
八
条
の
五
十
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
の
五
十
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
第
三
項
第
三
号
中
「
発
電
用
」
の
下
に
「
若
し
く
は
蓄
電
用
」
を
、
「
お
け
る
発
電
」
及
び
「
そ
の
発
電
」

の
下
に
「
若
し
く
は
放
電
」
を
加
え
る
。

第
四
十
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
二
十
八
条
の
五
十
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
の
五
十
三
第
一
項
」
に
、
「
第
二

十
八
条
の
五
十
六
」
を
「
第
二
十
八
条
の
五
十
七
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
表
第
十
号
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
、
第
三

項
及
び
第
四
項
」
に
、
「
発
電
用
の
電
気
工
作
物
に
」
を
「
発
電
等
用
電
気
工
作
物
（
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
ロ
に
規
定
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す
る
発
電
等
用
電
気
工
作
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
」
に
、
「
発
電
用
の
電
気
工
作
物
が
」
を
「
発

電
等
用
電
気
工
作
物
が
」
に
改
め
、
同
表
第
十
二
号
中
「
発
電
用
」
の
下
に
「
又
は
蓄
電
用
」
を
加
え
る
。

（
商
品
先
物
取
引
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

商
品
先
物
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。

（
首
都
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

首
都
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
二
百
四
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
発
電
」
の
下
に
「
若
し
く
は
蓄
電
」
を
加
え
る
。

（
首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
七
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
発
電
の
用
に
供
す
る
」
を
「
発
電
用
の
」
に
、
「
の
設
置
を
」
を
「
及
び
発
電
事
業

の
用
に
供
す
る
蓄
電
用
の
電
気
工
作
物
の
設
置
を
」
に
改
め
る
。
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一

首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
十
三
号
）
第
三
条
第
二
十
三
号

二

近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
九
号
）
第
六
条
第
二
十
三
号

三

都
市
緑
地
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
三
号
）
第
三
条
第
二
十
八
号

（
風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
係
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
政
令
及
び
文
化
財
保
護
法
施
行
令

の
一
部
改
正
）

第
八
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
又
は
電
気
工
作
物
若
し
く
は
」
を
「
、
電
気
事
業
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年

法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
電
気
事
業
を
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
電
気
工
作
物
又
は
」

に
、
「
及
び
発
電
の
用
に
供
す
る
」
を
「
並
び
に
発
電
用
の
電
気
工
作
物
及
び
発
電
事
業
（
同
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
発

電
事
業
を
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
蓄
電
用
の
」
に
改
め
る
。

一

風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
係
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第

三
百
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
第
二
号

二

文
化
財
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
第
四
条
第
六
項
第
二
号

（
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）



- 15 -

第
九
条

特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
の
三
の
項
の
下
欄
第
二
号
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用

の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
五
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
五
条
第
一

項
」
に
改
め
る
。

（
電
源
開
発
促
進
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

電
源
開
発
促
進
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
三
百
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
及
び
当
該
」
を
「
及
び
蓄
電
用
の
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
の
」
に
改
め
る
。

（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
号
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及

び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
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等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、

「
第
百
一
条
第
二
項
」
を
「
第
百
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
百
九
条
第
二
項
」
を
「
第
百
十
三
条
第
二

項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
百
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
百
十
七
条
第
二
項
」
に
、
「
第
九
十
九
条
第
一
項
」
を

「
第
百
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
七
条
第
二
項
第
二
号
」
に

改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
第
百
二
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
百
二
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
第
百
三
十

条
第
二
項
」
を
「
第
百
三
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
第
百
三
十
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
百
三
十
四

条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
第
百
三
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
百
四
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
の
表
以
外
の
部
分
及
び
同
項
の
表
第
二
十
八
条
第
一
項
の
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関

す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
四
十

八
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
八
条

第
一
項
（
同
法
第
五
十
二
条
第
二
項
」
に
、
「
第
三
十
八
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
八
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
条
第
一
項

（
同
法
第
五
十
二
条
第
三
項
」
に
、
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
八
条
第

二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
項
及
び
同
表
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
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る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
二
十
七

条
第
一
項
又
は
第
三
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
よ

り
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
条
第
三
項
、
第
八
十
一
条
第
三
項
又
は
第
八
十
二
条
第
三
項
」

を
「
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
四
条
第
三
項
、
第

八
十
五
条
第
三
項
又
は
第
八
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
二
十
八
条
第
一
項
の
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の

合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
」

に
、
「
第
八
十
条
第
三
項
、
第
八
十
一
条
第
三
項
又
は
第
八
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
八
十
四
条
第
三
項
、
第
八
十
五
条
第

三
項
又
は
第
八
十
六
条
第
三
項
」
に
、
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
八
条

第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
項
及
び
同
表
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関

す
る
法
律
第
八
十
条
第
三
項
、
第
八
十
一
条
第
三
項
又
は
第
八
十
二
条
第
三
項
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び

非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
四
条
第
三
項
、
第
八
十
五
条
第
三
項
又
は
第
八
十
六
条
第
三
項
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
表
以
外
の
部
分
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
第
百
三
条
第
一
項
（
同
法

第
百
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
第
百
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七
条
第
一
項
（
同
法
第
百
四
十
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
二
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
百
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
百
三

十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
百
四
十
条
第
二
項
」
に
、
「
第
百
三
十
二
条
第
一
項
（
同
法
第
百
三
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
百

三
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
四
十
条
第
三
項
」
に
、
「
第
百
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
五
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
項
の
表
第
二
十
八
条
第
一
項
の
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使

用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
百
三
条
第
一
項
（
同
法
第
百
三
十
六
条
第

一
項
」
を
「
第
百
七
条
第
一
項
（
同
法
第
百
四
十
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
二
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
百
三
十
六
条
第
二

項
」
を
「
第
百
三
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
百
四
十
条
第
二
項
」
に
、
「
第
百
三
十
二
条
第
一
項
（
同
法
第
百
三
十
六
条
第

三
項
」
を
「
第
百
三
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
四
十
条
第
三
項
」
に
、
「
第
百
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
五
条

第
一
項
」
に
、
「
第
百
三
十
条
第
二
項
」
を
「
第
百
三
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
及
び

第
三
号
の
項
及
び
同
表
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
第
百
三
条

第
一
項
、
第
百
二
十
七
条
第
一
項
、
第
百
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合

理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
第
百
七
条
第
一
項
、
第
百
三
十
一
条
第
一
項
、
第
百
三
十
六
条

第
一
項
又
は
第
百
四
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
表
以
外
の
部
分
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
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関
す
る
法
律
第
百
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
百
十
九
条
第
一
項
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル

ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
第
百
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
十
五
条
第
一
項
（
同

法
第
百
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
百
十
九
条
第
一
項
（
同
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
二
十
八
条
第

一
項
の
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ

ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
百
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
百
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
五
条
第
一

項
（
同
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
百
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
百
十
九
条
第
一
項

（
同
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
」
に
、
「
第
百
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
百
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
八
条

第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
項
及
び
同
表
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関

す
る
法
律
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
五
条
第
一
項
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー

へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
第
百
十
五
条
第
一
項
又
は
第
百
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
の
表
以
外
の
部
分
及

び
同
項
の
表
第
二
十
八
条
第
一
項
の
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用

の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
三
十
八
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
八
条
第
三

項
」
を
「
第
四
十
条
第
一
項
（
同
法
第
五
十
二
条
第
三
項
」
に
、
「
第
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
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項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
項
及
び
同
表
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
項
中

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
第
一
項
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化

石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の

合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
二
条
第
三
項
」
を
「
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の

転
換
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
二
十
八
条
第
一
項
の
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の

合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
」

に
、
「
第
八
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
八
十
六
条
第
三
項
」
に
、
「
第
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二

項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
項
及
び
同
表
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
項
中

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
二
条
第
三
項
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化

石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合

理
化
等
に
関
す
る
法
律
第
百
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
百
十
九
条
第
二
項
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化

石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
第
百
十
九
条
第
一
項
（
同
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第

二
十
八
条
第
一
項
の
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
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非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
百
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
百
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
百

十
九
条
第
一
項
（
同
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
」
に
、
「
第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
七
条
第
二
項
第
二

号
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
項
及
び
同
表
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
項
中
「
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
第
百
十
五
条
第
一
項
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ

ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
第
百
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等

に
関
す
る
法
律
第
百
三
十
二
条
第
一
項
（
同
法
第
百
三
十
六
条
第
三
項
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石

エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
第
百
三
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
四
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
二

十
八
条
第
一
項
の
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非

化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
百
三
十
二
条
第
一
項
（
同
法
第
百
三
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第

百
三
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百
四
十
条
第
三
項
」
に
、
「
第
百
三
十
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
百
三
十
四
条
第
二
項
第

二
号
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
項
及
び
同
表
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
項
中
「
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
第
百
三
十
二
条
第
一
項
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石

エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
第
百
三
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。
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別
表
第
七
の
六
の
項
の
中
欄
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
「
又
は
廃
棄
物
燃
料
の
使
用
」
を
削
り
、
同
項
の

下
欄
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
廃
棄
物
ご
と
に
、
算
定
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て

焼
却
さ
れ
、
又
は
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
製
品
の
製
造
の
用
途
に
供
さ
れ
た
当
該
廃
棄
物
の
量
（
ト
ン
で
表

し
た
量
を
い
う
。
）
に
、
当
該
廃
棄
物
の
区
分
に
応
じ
当
該
廃
棄
物
の
一
ト
ン
当
た
り
の
焼
却
又
は
使
用
に
伴
い
排
出
さ
れ

る
ト
ン
で
表
し
た
二
酸
化
炭
素
の
量
と
し
て
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を
算
定

し
、
当
該
廃
棄
物
ご
と
に
算
定
し
た
」
に
改
め
、
同
欄
の
イ
及
び
ロ
を
削
る
。

別
表
第
八
の
一
の
項
の
下
欄
中
「
廃
棄
物
燃
料
」
の
下
に
「
（
廃
棄
物
を
原
材
料
と
す
る
燃
料
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
加
え
る
。

（
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る

法
律
施
行
令
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
発
電
用
の
電
気
工
作
物
（
同
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
電
気
工
作
物
」
を
「
発
電

等
用
電
気
工
作
物
（
同
項
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
発
電
等
用
電
気
工
作
物
」
に
、
「
、
発
電
」
を
「
、
発
電
又
は
放
電
」
に

改
め
る
。
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一

武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
第
三
条
第
三
十
七
号
イ

二

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
第
三
条
第
二
十
号
ト

（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
七

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
発
電
所
」
を
「
発
電
用
若
し
く
は
蓄
電
用
の
施
設
」
に
改
め
る
。

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
条
第
七
項
第
九
号
及
び
第
十
号
中
「
平
準
化
」
を
「
最
適
化
」
に
改
め
る
。

（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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別
表
第
二
の
二
十
二
の
項
中
「
第
十
一
条
第
一
項
第
十
九
号
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
第
二
十
二
号
」
に
改
め
る
。

（
国
土
交
通
省
組
織
令
及
び
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の

合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

一

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第
百
二
十
一
条
の
二
第
六
号

二

薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
第
一
条
及
び
第
六
条
第
一
項
の
表
薬
事
分
科
会

の
項
第
二
号

（
財
政
制
度
等
審
議
会
令
等
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の

合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
二
十
八
条
第
五
項
、
第
三
十
九
条
第
五
項
、
第

百
十
二
条
第
三
項
及
び
第
百
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
五
項
、
第
四
十
一
条
第
五
項
、
第
百
十
六
条
第
四
項
及

び
第
百
二
十
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

一

財
政
制
度
等
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
五
号
）
第
一
条
第
二
号
及
び
第
六
条
第
一
項
の
表
た
ば
こ
事
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業
等
分
科
会
の
項
第
三
号

二

国
税
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
八
号
）
第
一
条
、
第
六
条
第
一
項
の
表
酒
類
分
科
会
の
項
第
二
号
及

び
第
八
条
第
四
項

三

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）
第
一
条

（
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
令
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ

ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
基
本
政
策
分
科
会
の
項
第
三
号
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利

用
及
び
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利
用
及
び
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
十
二
条
第
二

項
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
科
会
の
項
第
二
号
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
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法
律
」
に
改
め
る
。

（
交
通
政
策
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

交
通
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ

ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
交
通
体
系
分
科
会
の
項
第
二
号
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
第
百
四
条
第

三
項
、
第
百
十
二
条
第
三
項
、
第
百
十
六
条
第
三
項
、
第
百
二
十
八
条
第
三
項
、
第
百
三
十
三
条
第
三
項
及
び
第
百
四
十
二

条
第
三
項
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
第
百
八
条
第
四

項
、
第
百
十
六
条
第
四
項
、
第
百
二
十
条
第
四
項
、
第
百
三
十
二
条
第
四
項
、
第
百
三
十
七
条
第
四
項
及
び
第
百
四
十
六
条

第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
技
術
分
科
会
の
項
第
二
号
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
二
十
八
条
第
五
項
、
第
三
十
九

条
第
五
項
、
第
百
四
十
六
条
第
三
項
及
び
第
百
四
十
八
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
五
項
、
第
四
十
一
条
第
五
項
、
第

百
五
十
条
第
三
項
及
び
第
百
五
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
鉱
業
法
第
六
条
の
二
の
鉱
物
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
希
土
類
金
属
鉱
を
掘
採
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
承
継
人
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
間
は
、
従
前
の
例
に
よ
り
そ
の
掘
採
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

３

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
令
和
三
年
政
令
第
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
五
項
第
七
号
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
及
び
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原

料
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利

用
及
び
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。
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理

由

安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
確
立
を
図
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
特
定
事
業
者
の
指
定
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
年
度
の
使
用
量
に
非
化
石
燃
料
の
量
を
含
め
る
こ

と
と
す
る
等
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
そ
の
他
の
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
等
を
行
う
必
要

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


